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1 土壌汚染の現状

土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌

から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により、人の健康に影響を及ぼすおそれがあ

ります。

全国的に見ると、近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属類、揮発性有機化合物等

による土壌汚染が顕在化してきており、汚染状態が土壌汚染対策法の基準に適合しない土地（要

措置区域又は形質変更時要届出区域）は年々増加していますが、本市においては平成 28 年度末

現在、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域が 7 件となっています。

2 土壌汚染対策法の概要 

土壌汚染対策法（以下、この章において「法」という。）は、土壌汚染による健康影響の懸念

や対策の確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、

土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実

施することを内容とするもので、平成 14 年 5 月に制定されました。法の対象物質（特定有害物

質）とその基準は表７－２のとおりです。

しかしながら、近年、法に基づかない土壌汚染の発見の増加や汚染土壌の不適正な処理による

汚染の拡散といった問題点が全国的に発生したことから、平成 22 年 4 月に法が改正され、土壌

の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による措置の内容の明確化、汚

染された土壌の適正処理の確保に関する規定の新設等が盛り込まれました。

改正後の法の概要は、図７－２のとおりです。

3 土壌汚染対策法に基づく調査報告 

平成 28 年度は、法第 3 条に基づく調査報告が 2 件ありました。
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[直接摂取によるリスク] [地下水等の摂取によるリスク]

土壌含有量基準 土壌溶出量基準

クロロエチレン 検液1Lにつき0.002mg以下であること

四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること

1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること

1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下であること

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること

1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること

ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること

テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること

1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること

トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.03mg以下であること

ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること

カドミウム及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下であること 検液1Lにつき0.01mg以下であること

六価クロム化合物 土壌1kgにつき250mg以下であること 検液1Lにつき0.05mg以下であること

シアン化合物
遊離シアンとして土壌1kgにつき50mg以

下であること
検液中に検出されないこと

水銀及びその化合物 土壌1kgにつき15mg以下であること 検液1Lにつき0.0005mg以下であること

うちアルキル水銀 検液中に検出されないこと

セレン及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下であること 検液1Lにつき0.01mg以下であること

鉛及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下であること 検液1Lにつき0.01mg以下であること

砒素及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下であること 検液1Lにつき0.01mg以下であること

ふっ素及びその化合物 土壌1kgにつき4000mg以下であること 検液1Lにつき0.8mg以下であること

ほう素及びその化合物 土壌1kgにつき4000mg以下であること 検液1Lにつき1mg以下であること

シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること

チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること

チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること

PCB 検液中に検出されないこと

有機りん化合物 検液中に検出されないこと
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表７－２　土壌汚染対策法の対象物質と基準
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指定基準（土壌汚染対策法施行規則第31条）
特定有害物質

（法第2条）
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調 査

● 有害物質使用特定施設の使用の廃止時（法第3条）

● 一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更の届出

の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事（注）

が認めるとき（法第4条）

● 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都
道府県知事（注）が認めるとき（法第5条）

● 自主調査において土壌汚染が判

明した場合において土地所有者等

が都道府県知事（注）に区域の指定
を申請（第14条）

土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合

区域の指定等

① 要措置区域（法第6条）

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ず

るおそれがあるため、汚染の除去等の措置が

必要な区域

● 汚染の除去等の措置を都道府県知事（注）

が指示（法第7条）

※ 立入禁止、舗装、盛土・土壌入換え、封じ込め、

汚染土壌の除去 など

● 土地の形質変更の原則禁止（法第9条）

② 形質変更時要届出区域（法第11条）

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ず

るおそれがないため、汚染の除去等の措置が

不要な区域（摂取経路の遮断が行われた区域

を含む。）

● 土地の形質変更時に都道府県知事（注）に

計画の届出が必要（法第12条）

（摂取経路の遮断が行われた場合）

◎ 都道府県知事（注）が指定・公示（法第6条または11条）するとともに、台帳に記載して公共に閲覧（法第15条）

◎ 汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

汚染土壌の搬出等に関する規制

（注） 本市においては市長。

● 要措置区域または形質変更時要届出区域の区域内の土壌の搬出の規制（事前届出、計画の変

更命令、運搬基準・処理の委託義務に違反した場合の措置命令）

● 汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務

● 汚染土壌の処理業の許可制度、処理基準、改善命令、廃止時の措置義務

土地の所有者等（所有者、管理者又は占有者）が指定調

査機関（環境大臣が指定）に調査を行わせ、その結果を都

道府県知事（注）に報告しなければならない。

図７－２ 土壌汚染対策法の概要
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※　1～9及び2’～6’の位置には塩素又は水素が付いているが、塩素の数や付く位置によっても形が変わるので、

　PCDDは75種類、PCDFは135種類、コプラナーPCBは十数種類の仲間がある（これらのうち毒性があるとみな

　されているのは29種類。）。

1 ダイオキシン類の概況 

市内の大気、水質、底質及び土壌中のダイオキシン類濃度を把握するため、ダイオキシン類対

策特別措置法に基づき調査を実施したところ、すべての調査地点（17 地点）で環境基準を達成

しました。また、法に規定する特定施設を設置している事業場等への立入検査の結果、検査した

すべての事業場（4 事業場）で排出基準を下回っていました。 

2 ダイオキシン類汚染防止対策 

(1) ダイオキシン類とは 

塩素を含む有機化合物のうち、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）、ポリ塩

化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の総称

と定義されています。 

これらは、物質の燃焼や化学物質の合成などの過程で副産物として生成され、環境中では

きわめて安定しています。強い毒性を持っていますが、私達が日常生活の中で摂取するダイ

オキシン類の量は極微量です。日本全国の排出総量も、平成 26 年には平成 9 年と比べて約

98％削減されており、環境基準も概ね達成されています。 

(2) ダイオキシン類対策特別措置法 

ダイオキシン類は人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることか

ら、当該物質による環境汚染の防止及びその除去等をするため、「ダイオキシン類対策特別

措置法（以下、この章において「法」という。）」が制定され、平成 12 年 1 月から施行さ

れました。 

本市では、平成 10 年度から環境中のダイオキシン類の調査を行ってきましたが、平成 12

年度以降は法に基づく常時監視を実施しています。 

また、特定施設の設置者による自主測定結果の報告が義務づけられたことから、設置者に

対して自主測定結果の報告を求めるとともに規制値の遵守を指導しています。 

なお、報告を受けた自主測定結果は、環境調査結果とともに毎年公表しています。 
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